
ＮＯ．２９１　 宮益坂 地区（組合施行）

計画地

1

2

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

環状第５の１号線

特別区道第919号
路線

約５ｍ
(８ｍ)

約110ｍ ー

特別区道第1047号
路線

約11～22ｍ
(22ｍ)

約11５ｍ ー

区画道路
約７ｍ
(約７ｍ)

約65ｍ ー

建築面積

A
街
区

約6,790㎡

B
街
区

約1,730㎡

C
街
区

約480㎡

建築敷地面積

A
街
区

約7,930㎡

B
街
区

約2,180㎡

都市計画決定

ー

B
街
区

ー ー 低層部C：60ｍ ー

街
区

事務所、店舗、
ホール、

宿泊滞在施設、
産業育成支援施設、

駐車場等

店舗等

神社等
C
街
区

A
街
区

ー ー

建築物の整備

約8,850㎡
(約7,950㎡)

約800㎡
(約550㎡)

ー

ー

建築敷地の
整備

・多層にわたる歩行者動線を整備し、渋谷駅と周
辺市街地とつながる歩行者ネットワークを形成す
る。
・宮益坂における歩行者中心のにぎわいあり道
路空間の形成に向けて、沿道に広場、歩行者空
間を整備する。
・幹線道路や区画道路境界線から壁面を後退さ
せる。

令和５年４月１２日　渋谷区告示第１２９号

整備計画 備考

公共施設の
配置及び規模

(みやますざか)

１　計画の概要

渋谷一丁目、渋谷二丁目地内

約１．４ha -

計画の概要

　宮益坂地区は、渋谷駅の東口駅前に位置しており、当地区の後背地となる駅の北東方面へかけては駅前から約２０ｍの高低
差が広がる市街地となっている。

　本計画地は特定都市再生緊急整備地域内に位置しており、都市の国際競争力及び防災機能の強化を図り、安全で快適な都
市空間を創出することが求められる。

- -

２　都市計画の内容

宮益坂地区第一種市街地再開発事業 約１．４ha

道
路

別に都市計画で定めるとおり。

建築物の
高さの限度

高層部A：180ｍ
低層部A：60ｍ
低層部B：30m

建蔽率 容積率

ー

ー

主要用途
壁面の

位置の限度

延べ面積(容積対象) 住宅建設の目標

約191,150㎡
(約159,980㎡)

ー ー 低層部D：２0ｍ

備考

整備済

拡幅
()は全幅員を示す

既設
()は全幅員を示す

新設
立体道路制度の活用を行う

()は全幅員を示す



宮益坂地区

A街区：2,020％
ただし、30/10 以上を
居住・滞在施設国際
的、先進的なビネス
活動を促進する設及
びこれらに付随る施
設の用途とする。

B街区370％
C街区：80％

A街区：400％
B街区：100％
C街区：10％

80％
※建築基準法第53 条第
６項第１号に該当する建
築物にあっては、2/10
を加えた数値とする。

A街区：高層部A１８０ｍ
低層部Ａ６０ｍ
低層部Ｂ３０ｍ

※高さの基準点は
T.P.25.5m

Ｂ街区：低層部Ｃ６０ｍ
※高さの基準点は

T.P.22.5m
Ｃ街区：低層部Ｄ２０ｍ

※高さの基準点は
T.P.26.5m

A街区：1,000㎡
B街区：1,000㎡
C街区：100㎡

A
街
区
：
1
,
0
0
0

㎡
B

街
区

都市計画決定

敷地面積 建蔽率

延べ面積 容積率

住宅戸数

駐車場

事業認可 総事業費

年　月　日

平成31年

令和５年４月１２日

３　都市再生特別地区

建蔽率の
最高限度

用途

５　経　緯

内　　　　　　　　　　　　　　　容

６　位置図

宮益坂地区市街地再開発準備組合　設立

都市計画　宮益坂地区第一種市街地再開発事業　決定

約１．４ha

４　事業計画の概要

令和５年４月１２日　東京都告示第５８３号

面積
容積率の
最高限度

容積率の
最低限度

建築面積の最低
限度

建築物の高さの最高限
度

地区名



９　完成予想図

７　区域図

８　配置図


